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や
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は
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　い

　

　

　

み
づ
か

　

く

び

顯
宗
天
皇
、

初
め
弘
計
王
と
稱
せ
り
。

一
名
は
來
目
稚
子
。

履
中
帝
の
孫
、

市
邊
押
磐
皇
子
の
第
二
子
な
り
。

母
を
　
媛
と
曰
ふ
。

初
め
雄
略
帝
の
、

押
磐
皇
子
を
殺
さ
れ
し
と
き
、

皇
子
の
帳
内
、

日
下
部
使
主
。

其
の
子
吾
田
彦
と
、

天
皇
及
び
母
兄
億
計
王
を
奉
じ
て
、

難
を
丹
波
の
余
　
郡
に
避
け
た
り
。

使
主
、
名
を
變
へ
て
田
疾
來
と
曰
ひ
。

猶
殺
さ
れ
ん
こ
と
を
恐
れ
、

逃
れ
て
播
磨
の
縮
見
山
の

石
室
に
入
り
て
自
ら
縊
れ
ぬ
。
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、

之
を
知
ら
ず
、

億
計
王
に
勸
め
て
、

播
磨
赤
石
郡
に
向
ひ
、

縮
見
屯
倉
首
忍
海
部
造
細
目
が

家
の
僮
と
な
り
、

倶
に
丹
波
小
子
と
稱
せ
り
。

吾
田
彦
、

随
從
し
て
去
ら
ず
。

固
く
臣
の
禮
を
執
る
。

清
寧
帝
の
二
年
十
一
月
、

播
磨
國
司
伊
與
來
目
部
小
楯
、

新
嘗
の
供
物
を

徴
め
ん
と
し
て
、

赤
石
郡
に
至
り

細
目
が
家
に
宴
す
。
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天
皇
、
億
計
王
に
謂
て
曰
く
、

亂
を
斯
に
避
け
て
よ
り
、

年
數
紀
を
踰
え
た
り
。

名
を
顕
は
し
貴
き
を
著
は
す
は
、

方
に
今
夕
に
あ
り
と
。

億
計
王
、
惻
然
と
し
て
曰
く
、

自
賛
し
て
害
せ
ら
れ
ん
は
、

隱
忍
し
て
身
を
全
う
す
る
に
孰
興
ぞ
や
と
。

天
皇
曰
く
、

吾
は
是
去
來
穂
別
天
皇
の
孫
に
し
て
、�

久
し
く
厮
役
に
苦
し
め
り
。

寧
ろ
大
名
を
顯
揚
し
て
死
な
ん
か
と
。

兄
弟
相
持
し
て
泣
く
。

億
計
王
曰
く
、
此
の
事
、

弟
に
非
ず
ん
ば

則
ち
濟
す
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
と
。

天
皇
、
辭
譲
す
る
こ
と
再
三
。
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ま

　

　

　た

　

　

　

ま

億
計
王
、
固
く
之
を
強
ふ
。

天
皇
、
之
に
従
ふ
。

細
目
、
二
王
に
命
じ
て
燭
を
秉
ら
し
む
。

夜
深
く
酒
酣
に
し
て
、

家
人
を
し
て
起
ち
て
舞
は
し
む
。

舞
畢
り
て
、
細
目
、

小
楯
に
謂
て
曰
く
、

僕
、
此
の
燭
を
秉
る
者
を
見
る
に
、

人
を
先
に
し
て
己
を
後
に
し
、

恭
敬
退
譲
に
し
て
、

君
子
と
謂
ふ
可
し
と
。

是
に
於
て
、
小
楯
、
絃
を
撫
で
、

二
王
を
し
て
起
ち
て
舞
は
し
む
。

兄
弟
、
相
譲
る
こ
と
之
を
久
し
く
す
。

小
楯
、
責
め
て
曰
く
、

何
ぞ
速
に
舞
は
ざ
る
と
。

億
計
王
、
先
づ
起
ち
て
舞
ふ
。
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へ
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じ

や
う

　

そ

う

　
に
し
て
、
天
皇
、
起
ち
て
衣
帶
を
整
へ
、

歌
ひ
て
曰
く
、
稻
む
し
ろ
、

川
そ
ひ
柳
、
水
ゆ
け
ば
、
靡
き
起
き
た
ち
、

其
の
根
は
失
せ
ず
と
。

逐
に
殊
舞
を
作
し
、
唱
へ
て
曰
く
、

倭
は
そ
ゝ
の
茅
原
、
淺
茅
原
、

弟
日
や
つ
こ
ら
な
り
と
。

小
楯
、
聞
き
て
之
を
怪
し
み
、
更
に
復
唱
へ
し
む
。

天
皇
、
唱
へ
て
曰
く
、
石
の
上
ふ
る
の
　
杉
、

本
き
り
末
お
し
は
ら
ひ
、
市
邊
宮
に
天
の
下
治
し
ゝ
、

天
よ
ろ
づ
國
よ
ろ
づ

押
磐
尊
の
御
裔
や
つ
こ
ら
な
り
と
。

小
楯
、
大
に
驚
き
、

席
を
離
れ
て
再
拝
し
、
其
の
属
を
率
ゐ
て
、

事
を
承
け
て
供
給
し
、
悉
く
郡
民
を
發
し
、

新
に
宮
を
造
り
て
之
に
處
ら
し
め
、

還
り
て
其
の
状
を
奏
す
。
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は
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む

帝
、
大
に
喜
び
て
曰
く
、

天
、
博
愛
を
垂
れ
、

賜
ふ
に
二
兒
を
以
て
す
と
。

廼
ち
大
臣
・
大
連
と
策
を
定
め
、

迎
へ
取
り
て
宮
中
に
入
れ
、

億
計
王
を
立
て
ゝ
皇
太
子
と
な
し
、

天
皇
を
皇
子
と
な
す
。

五
年
正
月
、

清
寧
帝
崩
ず
。

皇
太
子
、
位
を
天
皇
に
譲
る
。

天
皇
、
固
辭
し
て
従
は
ず
。

是
に
於
い
て
、

　
　
　
皇
女
、

自
ら
忍
海
　
豊
　
尊
と
稱
し
、

政
を
忍
海
角
刺
宮
に
聽
く
。

十
一
月
九
日
戊
寅
、

清
寧
天
皇
を
葬
る
。
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と
こ
ろ

是
の
月
、
　
　
　
尊
薨
ず
。

十
二
月
、
百
官
、
大
に
廷
に
會
す
。

皇
太
子
、

璽
を
執
り
、
之
を
天
皇
の
前
に
置
き
、

再
拝
し
て
退
き
、

諸
臣
の
位
に
就
き
て
曰
く
、

夫
帝
位
は
、

功
あ
る
者
以
て
之
に
居
る
べ
し
。

今
日
あ
る
こ
と
を
致
せ
る
は
、

皆
弟
の
功
な
り
と
。

天
皇
、
固
辭
し
て
曰
く
、

白
髪
天
皇
、
位
を
兄
に
傅
へ
ん
と
欲
し
、

立
て
ゝ
皇
太
子
と
な
せ
り
。

且
つ
兄
の
爲
に
事
を
謀
り
て
、

其
の
功
に
處
り
、

弟
恭
の
義
を
失
は
ん
こ
と
は
、

弘
計
の
爲
す
に
忍
び
ざ
る
所
な
り
と
。
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天
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の
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天
下
を
我
に
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せ
ら
れ
し
所
以
は
、

徒
我
が
長
に
居
る
の
故
を
以
て
の
み
。

惟
ふ
に
、

弟
は
家
難
を
脱
し
、

帝
孫
を
彰
顕
せ
ん
こ
と
を

謀
り
た
れ
ば
、

　
紳
、

忻
び
戴
き
、

黔
首
、
心
を
歸
せ
り
。

以
て
克
く
四
維
を
固
め
、

永
く
萬
葉
を
隆
に
す
る
に
足
ら
ん
。

我
は
、
是
兄
た
り
と
雖
も
、

實
に
功
徳
な
し
。

據
に
非
ず
し
て
據
ら
ば
、

咎
悔
必
ず
至
ら
ん
。
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い

た

て

ん

わ

う

 

や

　

　

　

　

　

　

　

え

　

　

　

　

　

こ

れ

　

ゆ

る

い

ま

　

に
は
か

　

く
ら
ゐ

　

つ

吾
聞
く
、

天
位
は
、

以
て
久
し
く
曠
し
く
す
べ
か
ら
ず
、

天
命
は
、

以
て
謙
拒
す
べ
か
ら
ず
と
。

唯
弟
、
社
稷
を
以
て
、

計
を
爲
し
、

百
姓
を
心
と
爲
せ
と
。

其
の
言
慷
概
に
し
て
、

流
涕
す
る
に
至
る
。

天
皇
、

巳
む
こ
と
を
得
ず
し
て
之
を
許
し
、

未
だ
遽
に
位
に
　
か
ず
。


